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お し ら せ

申込・問合せ先　□市総合政策グループ　☎52－1111（内線339）

申込・問合せ先　□市都市防災グループ　☎52－1111（内線228・284）

と　き　３月６日（日）　午後２時～４時
ところ　中央公民館　３階会議室
定　員　１００人　　　参加費　無料
申込方法　電話もしくは直接窓口にて受付

「広報たかはま」「市公式ホームページ」に広告を掲載しませんか

使用例　事業者および商品の宣伝・サークルなどの会員募集・イベント・講座の告知　など
ただし、広報紙に掲載するものとして不適当と考えられる広告については取り扱いができません。

申込方法　申込書（市公式ホームページおよび市役所３階総合政策グループにて配布）に必要事項を記入し、
広告原稿を添えて総合政策グループへ提出。詳しくは、問い合わせてください。
※提出後、広告内容の審査があります。

基調講演　講師
茨城ＮＰＯセンターコモンズ
代表理事　横田能洋氏

＜タイムスケジュール＞

防災ネットきずこう会～市民防災講演会～

15：00～16：00
（60分）

14：10～14：25
（15分）

（10分）

予定時間

14：00～14：10
（10分）

14：25～14：50
（25分）

防災ネットきずこう会の成果報告　※DVDを使用して、1年の諸活動（防災リーダー養成講座、
外国人向け防災訓練）を振り返ります。

子ども防災リーダー養成講座の活動報告
※子ども防災リーダーによる1年の活動報告を行います。

基調講演「関東・東北豪雨での課題～避難所・在宅避難・外国人」
※昨年9月に発生した豪雨で、特に被害の甚大であった茨城県常総市で支援の中心的役割を果
たしたNPOの代表による講演を行います。

内容

外国人向け防災訓練の成果と課題
※今年度初めて開催した外国人向け防災訓練で使用したリーフレットの解説、当日の参加者の感
想などから見えた課題などを共有し、今後の防災活動にいかしていきます。

休憩

サイズ

広報たかはま

掲載位置

掲載号の原稿締切日（発行日の約４０日前）

１枠１５，０００円

１回

掲載料

縦５ｃｍ×横８．５ｃｍ（１枠）
※４枠までつなぐことが可能

情報ページ下部

掲載回数・期間

縦６０ピクセル×横２２０ピクセル
※バナー広告（広告主のホームページへのリンク有）

トップページ左部

１か月（１日～月の最終日）

ホームページ

１か月１０，０００円
（１年間１００，０００円）

募集枠数 ８枠

締切り

７枠（１０枠のうち３枠広告中）

掲載開始希望日の１０日前までに申請と振込が必要
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市では、平成21年度から公共施設の老朽化問
題が喫緊の課題ととらえ、公共施設のあり方検
討に取り組んできました。昨年11月からは新庁
舎の建設工事や小学校区ごとの市民説明会を行
うなど、高浜市を次世代へつなぐための具体的
な一歩を踏み出しています。
市民の皆さんと現状・課題を共有し、ともに

知恵と工夫を出し合って、この問題に向き合っ
ていくため、今回は、吉浜小学校区の公共施設
のあり方について、現在の検討の方向性などを
紹介します。

■吉浜小学校区における公共施設マネジメント
現在の検討の方向性
①吉浜小学校の建替えにあわせ、他施設の機能の複合化
小学校は耐用年数の長寿命化（大規模改修：35年、建替え：70年）の観点に立ち、維持をしていきます。
建替えにあわせて集会施設などの機能を移転し、施設を複合化することにより、高齢者・親世代・こども・地

域住民が集い、交流が生まれる新たな地域活動拠点の形成をめざします。

②吉浜北部保育園、吉浜ふれあいプラザを改修・建替え
吉浜北部保育園、吉浜ふれあいプラザは、今後も維持していくとして、大規模改修、建替えを進めていきます。
※ふれあいプラザについては、今後まち協の活動拠点のあり方の検討を行っていく中で、状況に応じて学校への機能移転を検討します。

■高浜市がめざす公共施設の姿

【吉浜小学校の複合化イメージ】

◆公共施設のあり方検討に関する詳しい内容は、市公式ホームページのトップバナー「公共施設マネジメント」をクリック！

「吉浜小学校区の公共施設のあり方」

公共施設の
あり方を考える
─ 高浜市を次世代へ

つなぐために ─

問合せ先　□市行政グループ　☎52－1111（内線351）

連載
第6回

現行ある施設以外に、新しい公共施設はつくらない！

学校を地域コミュニティの拠点として位置付け、他の施設との複合化を
視野に入れた施設の改修・建替えを実施し将来にわたり持続させる。

■複合化のスケジュール（案）

③吉浜保育園の民間譲渡
吉浜保育園は、現在運営を行っている民間事業者へ建物を譲渡し、民間事業者が施設の維持管理をしていきます。

［複合化の検討対象となる施設］
吉浜幼稚園、吉浜公民館、吉浜北部老人憩の家、
吉浜南部老人憩の家

※今後、どの施設の機能がどの時期に移転するかを市民の皆さん
と協議していきます。

吉浜小学校敷地

吉浜小学校

集会機能

機能の複合化＋ＰＬＵＳ！

吉浜保育園

吉浜北部保育園

吉浜ふれあいプラザ

施設名

吉浜小学校
（小学校複合化対象施設）

吉浜幼稚園

★H31大規模改修　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H58～59建替え

時期

H33～H34 大規模改修

H50～H51 建替え

★H28民間譲渡

★H57大規模改修

★H34大規模改修　　　　　　　　　　H47～H51 複合化・跡地の検討


